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告 示

北海道告示第４９５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２２年６月２３日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２２年６月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
常呂土佐 畑地帯総合整備［担い手支援型］（区画整理、暗きょ排水、土層改良） 北海道オホーツク総合振興局
西美里別 同 ［担い手育成型］（農業用道路、暗きょ排水、土層改良） 北 海 道 十 勝 総 合 振 興 局

北海道告示第４９６号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２２年６月２２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 函館市双見町４の１地先（国有林。次の図に示す部分に
限る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件

� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び函館市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４９７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２２年６月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除に係る保安林の所在場所 勇払郡厚真町町字幌内３７３の１・３７３の２（以上２筆

について次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除に係る保安林の所在場所 千歳市柏台１３８９の１４
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振総合振興局産業振興部林務課及び厚真町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４９８号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２２年６月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 上川郡上川町字東雲５３０（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び上川町役場に備
え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第４９９号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２２年６月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林 中川郡本別町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
本別町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林 足寄郡足寄町（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
足寄町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５００号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変

更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道十勝総合振興局帯広建設管理部に
備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２２年６月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 本別士幌線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
河東郡士幌町字下居辺基線１３４番３１地先から 前 １８．５０mから ４０．００m ――同郡士幌町字下居辺基線１３４番２６地先まで ２５．５０mまで

後 １８．５０mから ４０．００m ――３８．５０mまで
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